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　6月・7月は「徴収強化月間」です

　市では、6月・7月を徴収強化月間としています。市税は、福祉や教育の充実・環境の保全・道路の維持
など、市民の皆さんの暮らしを支える大切な財源です。財源確保のため、納期限内の納付にご理解とご協力
をお願いします。
【問】 収納課℡22-5111
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を送付しても納付しない人や、納
税相談に応じない人、納付の約束を守らない人など
に対して滞納処分(財産の差し押さえ等)を集中的に
進めていきます。
　納め忘れのある人は、できるだけ早い納付をお願
いします。

　納税相談窓口延長のお知らせ

　6月・7月は通常の開庁時間のほか、休日開庁お
よび開庁時間の延長を行っています。
■休日開庁
期日　6月30日㈰、7月28日㈰
時間　9時～16時(12時～13時は除く)
■開庁時間延長
期日　6月24日㈪～28日㈮、
　　　7月25日㈭～26日㈮・29日㈪～31日㈬
時間　17時15分～19時30分
【共通事項】
場所　 収納課
※庁舎北側入口からお入り
ください。

　やむを得ない事情により、市税を納期限内に納付
することが困難な人のために、納税緩和制度があり
ます。差し押さえなどの滞納処分を受ける前に、早
めにご相談ください。
※納付が遅れると延滞金が生じる場合があります。

　早めの相談を

市税は納期限内に納めましょう
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工事期間　6月～令和2年3月末(予定)
工事場所　朱線の範囲(下図参照)

　市長公室での面会等の支障になることが想定
されるため、工事期間中に限り、市長室・
副市長室および秘書課を古河庁舎に移転します。

市長室・副市長室を一時的に移転解体工事の概要

総和庁舎見取り図

総和庁舎(旧館)の解体工事に伴うご案内
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前年度の公的年金等所得に係る住民税額の

	 半分の額を 3 回に分けて徴収 (当該年税額－仮徴収額)を3回で天引き
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市民税・県民税納税通知書を送付します
　今回の納税通知書は、市民税・県民税の納付方法が公的年金からの特別徴収(天引き)の人と、普通徴収(現
金または口座振替による個人での納付)の人を対象に送付します。
【問】　 市民税課℡22-5111	

●納税通知書の発送予定日　6月12日㈬
●納付月

①公的年金特別徴収
　原則、65歳以上の公的年金等を受給している人
が対象です。

②普通徴収
　事業所得者(営業・農業・不動産)等の特別徴収と
ならない人が対象です。
※所得の種類により徴収方法が２種類以上になる場
合があります。

第41回全国JOCジュニア
オリンピックカップ春季水泳競技大会

【女子10歳以下】
中澤桃菜さん、横山真希さん、小川芽
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【女子11～12歳】
杉山智

ち
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さん、中澤心
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暖さん、柳田花
か

音
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(あかやまSS)

【女子13～14歳】
佐藤真

ま

論
ろ ん

さん、島田あみさん、大橋優希さん
(あかやまSS)

【男子10歳以下】
櫻井陸

り お

央さん、清水創太朗さん、川面壮汰さん、
遠藤慎也さん(あかやまSS)

【男子11～12歳】
大野心

き よ

聖
ま

さん、深野永
え い

大
た

さん、和田綾太さん、
津田康平さん(あかやまSS)

【3位：男子50ｍ自由形】
猿山翔太さん
(あかやまSS)

全国大会出場
【男子13～14歳】
玉井大

た い せ い

聖さん、中田有
あ り と も

友さん、藤田春輝さん(あ
かやまSS)、伊藤蓮さん(イトマン古河)

【男子15～16歳】
忍田尊

たける

さん(イトマン古河)
【男子チャンピオンシップ】
猿山翔太さん、山越青

そ ら

空さん、曾
あ い ざ わ

澤廉さん(あか
やまSS)、忍田尊さん(イトマン古河)

　総和庁舎(旧館)の老朽化に伴い解体工事を行います。そのため現在使用している出入口は利用できません
のでご注意ください。来庁の際は、新館西側の駐車場をご利用ください。
　また、工事期間中は工事車両の往来や音・振動など、ご不便をお掛けしますがご理解をお願いします。
【問】 財産活用課℡92-3111




